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主   文 

 

１（１）本件控訴及び附帯控訴に基づき、原判決のうち、同別紙１－１記載の各土地に係  

る平成１５年度の固定資産税及び都市計画税の徴収権が時効消滅したことを理由とする損

害賠償請求をするよう求める請求に関する部分を取り消す。 

（２）上記部分につき、被控訴人の訴えを却下する。 

２（１）附帯控訴に基づき、原判決のうち、同別紙１－１記載の３１の土地に係る平成１

８年度の固定資産税及び都市計画税の徴収権が時効消滅したことを理由とする損害賠償請

求をするよう求める請求に関する部分を取り消す。 

（２）控訴人は、Ｂ、Ａ、Ｈ及びＩに対し、各自２３７万２６１４円を支払うよう請求せよ。 

（３）（１）の取消しに係る部分につき、被控訴人のその余の請求を棄却する。 

３（１）控訴人は、Ｂ、Ａ、Ｅ、Ｆ及びＰに対し、各自７９万９６２６円を支払うよう請

求せよ。 

（２）控訴人は、Ｂ、Ａ、Ｆ及びＰに対し、各自７４万２７４５円を支払うよう請求せよ。 

４（１）控訴人は、Ｂ、Ａ、Ｈ、Ｉ及びＱに対し、各自９６５万０７５１円を支払うよう

請求せよ。 

（２）控訴人は、Ｂ、Ａ、Ｉ及びＱに対し、各自９６５万０７５１円を支払うよう請求せよ。 

５（１）控訴人は、Ａ、Ｊ及びＩに対し、各自１５万７６７７円を支払うよう請求せよ。 

（２）控訴人は、Ｂ、Ａ、Ｄ、Ｊ及びＩに対し、各自４万７３８７円を支払うよう請求せよ。 

（３）控訴人は、Ａ、Ｊ及びＩに対し、各自１５万６３３９円を支払うよう請求せよ。 

（４）控訴人は、Ｂ、Ａ、Ｄ、Ｊ及びＩに対し、各自４万７３８７円を支払うよう請求せよ。 

６（１）控訴人は、Ｂ、Ａ、Ｌ及びＮに対し、各自１１４１万９９２２円を支払うよう請

求せよ。 

（２）控訴人は、Ｂ、Ａ、Ｌ、Ｎ及びＲに対し、各自１１４１万９９２２円を支払うよう

請求せよ。 

７ 被控訴人のその余の当審における新請求をいずれも棄却する。 

８ 控訴人のその余の控訴及び被控訴人のその余の附帯控訴をいずれも棄却する。 

９ 原判決主文第１項に「固定資産税及び都市計画税」とあるのを「固定資産税及び都市

計画税の徴収権」と更正する。 

１０ なお、原判決主文第２項は、被控訴人の訴えの交換的変更により、失効している。 

１１ 訴訟費用は、第１、２審を通じて２分し、その１を控訴人の負担とし、その余を被

控訴人の負担とする。 
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                事実及び理由 

 

第１ 当事者の求めた裁判〔略〕 

 

第２ 事案の概要 

 

１ 事案の要旨 

（１）本件は、堺市の住民である被控訴人が、原判決別紙１－１記載の各土地（以下、こ

れらの各土地を「本件各土地」という。また、同別紙記載の１の土地を「土地１」と表記

し、その他の土地もこの例による。なお、同別紙の１５、１６、２３ないし２６及び２９

は欠番である。）はその所有者である地元の町会ないし自治会により第三者に賃貸等されて

いるにもかかわらず、控訴人は、本件各土地に係る平成１５年度から平成２０年度の固定

資産税及び都市計画税（以下、両税をあわせて「固定資産税等」という。ただし、市街化

調整区域に存在する土地１０、１３、１４、１７、１８及び２８については固定資産税に

限る。以下同じ。）の賦課徴収を違法に怠っており、そのうち平成１５年度から平成１８年

度までの固定資産税等については消滅時効により賦課ができなくなり堺市に損害が生じた

などと主張して，控訴人に対し、地方自治法２４２条の２第１項３号に基づき、本件各土

地に係る平成１９年度及び平成２０年度の固定資産税等の賦課徴収を怠る事実の違法確認

を求めるとともに（ただし、土地７については平成１９年度の固定資産税等の賦課徴収を

怠る事実の違法確認のみ求めた。）、同項４号に基づき、歴代の市長ら及び専決権者ら（以

下「本件各専決権者」という。）各自に、損害賠償として、本件各土地に係る平成１５年度

から平成１８年度の固定資産税等の徴収権を時効により消滅させたことによって堺市に生

じた損害額の支払を請求するよう求めた住民訴訟の事案である。 

（２）控訴人は、本案前の主張として、〔１〕本件訴え全部が出訴期間の経過後に提起され

た、〔２〕土地３２ないし３４、土地２７の一部が本件訴えの前提となる住民監査請求の対

象とされていない、〔３〕本件訴えの前提となる住民監査請求は、被控訴人による先行する

住民監査請求と重なる平成１７年度以前の部分について不適法である、〔４〕本件訴えのう

ち本件各専決権者に対して損害賠償請求をするよう求める部分の追加は、出訴期間を徒過

している、と主張するとともに、本案について、控訴人が本件各土地について固定資産税

等を賦課徴収しないことの違法性等を争った。  

（３）原審は、控訴人の本案前の主張については、中間判決によって控訴人の上記〔１〕

の主張を退け、終局判決において、上記〔３〕の主張の一部を容れて平成１６年度及び平

成１７年度の固定資産税等の徴収権を時効消滅させたことに関する損害賠償請求をするよ

う求める部分を却下し、その余の主張を退け、本案については、被控訴人の請求のうち、

平成１５年度及び平成１８年度の固定資産税等の徴収権を時効消滅させたことにつき損害

賠償請求するよう求める部分と平成２０年度の固定資産税等の賦課徴収を怠る事実の違法
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確認を求める部分をそれぞれ一部認容し、平成１９年度の固定資産税等の賦課徴収を怠る

事実の違法確認を求める部分は、同年度の固定資産税等の徴収権が時効消滅したとして棄

却した。 

（４）控訴人及び被控訴人は、それぞれ原判決の敗訴部分を不服として、控訴及び附帯控

訴した。 

 被控訴人は、当審において、本件訴えのうち、平成１９年度及び平成２０年度の固定資

産税等の賦課徴収を怠る事実の違法確認を求める請求を、当該年度の固定資産税等の徴収

権を時効消滅させたことにつき損害賠償請求するよう求める請求に交換的に変更し、本件

各専決権者に対し損害賠償請求するよう求める請求のうち、一部の年度の一部の専決権者

に対する部分を減縮した。 

 

２ 法令の定め及び前提事実 

 法令の定め及び前提事実は、次のとおり補正するほか、原判決の「事実及び理由」の「第

２事案の概要」の「２法令の定め」及び「３前提事実」（原判決６頁２６行目～同２２頁２

４行目）に記載のとおり（ただし、原判決９頁１３行目の「含む」の次に「。以下同じ。」

を加え、同頁２３行目の「までの間、」の次に「Ｐは同年４月１日から平成２５年３月３１

日までの間、」を加え、同１０頁１行目の「までの間、」の次に「Ｑは同年４月１日から平

成２５年３月３１日までの間、」を加え、同頁５行目の「までの間、」の次に「Ｉは同年４

月１日から平成２５年３月３１日までの間、」を加え、同頁９行目の「平成２３年３月３１

日」を「平成２４年３月３１日」に改め、同行目の「までの間、」の次に「Ｒは同年４月１

日から、平成２５年３月３１日までの間」を加える。）であるから、これを引用する。 

 

３ 本件の争点 

（１）本案前の争点 

ア 本件訴え全部につき、出訴期間制限違反があるか 

イ（ア）土地３２ないし３４が本件監査請求の対象に含まれているか 

（イ）本件変更部分が本件監査請求の対象に含まれているか 

ウ 先行監査請求との関係で、本件監査請求は適法か 

エ 本件各専決権者に係る訴えにつき、出訴期間制限違反があるか 

（２）本案の争点 

ア 本件各土地（土地２１、２２、２７、２８及び３０以外）につき、固定資産税等を賦

課徴収しないことが違法か 

（ア）納税義務者の特定は可能か 

（イ）地方税法３４３条２項後段の適用があるか 

（ウ）地方税法３４３条４項の適用があるか（この点に関しては土地２８も含む。） 

イ 本件変更部分について、固定資産税等を賦課徴収しないことが違法か 
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ウ 土地２８について、固定資産税等を賦課徴収しないことが違法か 

エ 土地２１、２２及び３０について、固定資産税等を賦課徴収しないことが違法か 

オ 堺市長及び本件各専決権者の故意、過失 

カ 堺市に生じた損害額 

 

４ 争点についての当事者の主張 

（１）本案前の争点ア（本件訴え全部につき、出訴期間制限違反があるか）について 

 この点についての当事者の主張は、原審中間判決の「事実及び理由」の「第２事案の概

要」の「２争点に対する当事者の主張」（原審中間判決３頁１５行目～同５頁５行目）に記

載のとおりであるから、これを引用する。 

（２）本案前の争点イ（ア）（土地３２ないし３４が本件監査請求の対象に含まれているか）

について 

 この点についての当事者の主張は、原判決の「事実及び理由」の「第２事案の概要」の

「５争点に係る当事者の主張」の（１）（原判決２３頁２３行目～同２５頁８行目）に記載

のとおりであるから、これを引用する。 

（３）本案前の争点イ（イ）（本件変更部分が本件監査請求の対象に含まれているか）につ

いて 

 この点についての当事者の主張は、原判決の「事実及び理由」の「第２事案の概要」の

「５争点に係る当事者の主張」の（２）（原判決２５頁１１行目～同頁２２行目）に記載の

とおりであるから、これを引用する。 

（４）本案前の争点ウ（先行監査請求との関係で、本件監査請求は適法か）について 

 この点についての当事者の主張は、原判決の「事実及び理由」の「第２事案の概要」の

「５争点に係る当事者の主張」の（３）（原判決２５頁２５行目～同２６頁１９行目）に記

載のとおり（ただし、原判決２６頁４～５行目の「趣旨であった。」を「趣旨であり、時期

を置いて監査請求を繰り返すことを認める必要及び実益があった。」に改める。）であるか

ら、これを引用する。 

（５）本案前の争点エ（本件各専決権者に係る訴えにつき、出訴期間制限違反があるか）

について 

 この点についての当事者の主張は、原判決の「事実及び理由」の「第２事案の概要」の

「５争点に係る当事者の主張」の（４）（原判決２６頁２２行目～同２７頁１５行目）に記

載のとおりであるから、これを引用する。 

 ただし、原判決２７頁９行目の「不適法である。」の次に「訴状の損害賠償請求を求める

相手方の記載は、堺市の専決権限を持つ職員個人を指すものとはいえない。」を加える。 

（６）本案の争点ア（本件各土地（土地２１、２２、２７、２８及び３０以外）につき、

固定資産税等を賦課徴収しないことが違法か）について 

 この点についての当事者の主張は、原判決の「事実及び理由」の「第２事案の概要」の
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「５争点に係る当事者の主張」の（５）ないし（７）（原判決２７頁１９行目～同３６頁６

行目）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

 ただし、原判決３２頁１２行目の次に、改行して次のとおり加える。 

 「土地３１は、登記名義が堺市にあるが、本件監査結果によってもその名義が実体と一

致しておらず、これを現に所有する者に対し課税すべきものとされている。」 

（７）本案の争点イ（本件変更部分について、固定資産税等を賦課徴収しないことが違法

か）について 

 この点についての当事者の主張は、原判決の「事実及び理由」の「第２事案の概要」の

「５争点に係る当事者の主張」の（８）（原判決３６頁９行目～同３７頁１２行目）に記載

のとおりであるから、これを引用する。 

（８）本案の争点ウ（土地２８について、固定資産税等を賦課徴収しないことが違法か）

について 

 この点についての当事者の主張は、原判決の「事実及び理由」の「第２事案の概要」の

「５争点に係る当事者の主張」の（９）（原判決３７頁１５行目～同３９頁５行目）に記載

のとおりであるから、これを引用する。 

 ただし、原判決３８頁１０行目の「前提にしても、」の次に「前記（本案の争点ア（ウ））

のとおり、地方税法３４３条４項を適用して、使用者に課税すべきであり、」を加える。 

（９）本案の争点エ（土地２１、２２及び３０について、固定資産税等を賦課徴収しない

ことが違法か）について 

 この点についての当事者の主張は、次のとおり補正するほか、原判決の「事実及び理由」

の「第２事案の概要」の「５争点に係る当事者の主張」の（１０）（原判決３９頁８行目～

同頁２０行目）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

ア 原判決３９頁９行目及び同頁１２行目の各「７、」をそれぞれ削る。 

イ 原判決３９頁１１行目の「のであり、」から同頁１２行目の「求めている」を削る。 

ウ 原判決３９頁１５行目から１７行目までを全部削り、同頁１８行目の「イ」を削る。 

（１０）本案の争点オ（堺市長及び本件各専決権者の故意、過失）について 

 この点についての当事者の主張は、原判決の「事実及び理由」の「第２事案の概要」の

「５争点に係る当事者の主張」の（１１）（原判決３９頁２２行目～同４０頁３行目）に記

載のとおりであるから、これを引用する。 

（１１）本案の争点カ（堺市に生じた損害額）について 

 この点についての当事者の主張は、次のとおり補正するほか、原判決の「事実及び理由」

の「第２事案の概要」の「５争点に係る当事者の主張」の「（１２）本案の争点カ（堺市に

生じた損害額）について」（原判決４０頁５行目～同４３頁７行目）に記載のとおりである

から、これを引用する。 

ア 原判決４０頁８行目の「別紙３」の次に「及び本判決別紙３－２」を加える。 

イ 原判決４０頁８行目の「土地１８」から同頁９行目の「３０」までを「土地２１、２
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２及び３０並びに土地１８及び２７の平成１５年度ないし平成１８年度分」に改める。 

ウ 原判決４０頁１６行目の「平成１８年度」を「平成２０年度」に改める。 

エ 原判決４０頁１８行目の「土地１８」の次に「（平成１５年度ないし平成１８年度分）」

を加える。 

オ 原判決４２頁８行目の「土地２７」の次に「（平成１５年度ないし平成１８年度分）」

を加える。 

 

第３ 当裁判所の判断 

 

１ 本案前の争点ア（本件訴え全部につき、出訴期間制限違反があるか）について 

（１）本件監査請求に対する監査結果の通知の経緯に関する事実は、原審中間判決の「事

実及び理由」の「第２事案の概要」の「１前提事実」の（３）及び（４）（原審中間判決２

頁２６行目～同３頁１２行目）に記載のとおりである。 

（２）地方自治法２４２条の２第２項１号にいう「監査の結果の通知があつた日」とは、

監査結果の通知が監査請求人に到達した日をいうと解される。 

 上記事実によれば、本件通知書は、平成２０年１２月２８日の初度の発送では配達する

ことができず、平成２１年１月１３日の再度の発送によって同月１４日に配達されたので

あるから、監査請求人である被控訴人が本件通知書を容易に受領することが可能であった

のに、ことさらこれを回避したなど特段の事情のない限り、同日が本件通知書が到達した

日というべきである。 

（３）証拠（甲６、被控訴人作成の陳述書）によれば、被控訴人及び同居する被控訴人の

父は、平成２０年１２月３０日から平成２１年１月８日までの間、それぞれ別の知人宅で

過ごして自宅を不在にしており、被控訴人が同月９日夜に帰宅して不在票を見て、翌日郵

便局に連絡をとったものの、本件通知書は既に堺市監査委員事務局に還付された旨告げら

れたことが認められ、これに反する証拠はない。また、被控訴人は、再度発送された本件

通知書を遅滞なく受領している。 

 そうすると、被控訴人は、初度の発送による本件通知書を容易に受領することが可能で

あったとはいえず、これを回避する意思があったともいえない。 

 したがって、本件通知書が実際に配達された平成２１年１月１４日が「監査の結果の通

知があつた日」であるというべきである。 

 そして、被控訴人は、同日から３０日以内の同年２月１１日に本件訴えを提起している

から、本件訴えが出訴期間を経過した後に提起された違法なものとはいえない。控訴人の

この点についての主張は、採用することができない。 

 

２ 本案前の争点イ（ア）（土地３２ないし３４が本件監査請求の対象に含まれているか）

について 
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 上記の点に対する判断は、原判決の「事実及び理由」の「第３当裁判所の判断」の１（原

判決４３頁１１行目～同４６頁８行目）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

 ただし、原判決４６頁４行目の「特定されているから、」から同頁５行目の「認められる。」

までを「特定されている。したがって、これらを総合すれば、上記各駐車場については、

監査請求の対象として他の物件と区別して具体的に摘示されているといえ、請求の特定を

欠くものではない。」に改める。 

 

３ 本案前の争点イ（イ）（本件変更部分が本件監査請求の対象に含まれているか）について 

 上記の点に対する判断は、原判決の「事実及び理由」の「第３当裁判所の判断」の２（原

判決４６頁１１行目～同４７頁３行目）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

 

４ 本案前の争点ウ（先行監査請求との関係で、本件監査請求は適法か）について 

（１）問題の所在 

 被控訴人は、本件において、本件各土地に対する平成１５年度ないし平成２０年度に係

る固定資産税等の徴収権を時効により消滅させたことに対する損害賠償請求を求めている

ところ、控訴人は、本件各土地に対する平成１７年度以前の固定資産税等の賦課徴収を違

法に怠る事実は先行監査請求の対象となっており、本件監査請求において監査の対象とは

ならない旨主張する。 

 そこで、先行監査請求との関係で、本件監査請求が適法であるといえるかが問題となる。 

（２）判断枠組み 

 地方自治法２４２条１項の規定による住民監査請求に対し、同条３項の規定による監査

委員の監査の結果が請求人に通知された場合において、請求人たる住民は、同監査の結果

に対して不服があるときは、同法２４２条の２第１項の規定に基づき同条２項１号の定め

る期間内に訴えを提起すべきものであり、同一住民が先に監査請求の対象とした財務会計

上の行為又は怠る事実と同一の行為又は怠る事実を対象とする監査請求を重ねて行うこと

は許されていないものと解するのが相当である（最高裁判所昭和５７年（行ツ）第１６４

号同６２年２月２０日第二小法廷判決・民集４１巻１号１２２頁参照）。 

（３）先行監査請求と本件監査請求との関係について 

 平成１７年８月１６日付けでされた先行監査請求の内容は、前記前提事実（４）のとお

りであり、被控訴人は監査の対象となる年度を特定していない（乙５、６）ものの、請求

内容から推測される被控訴人の意思としては、先行監査請求の時点で監査が可能な全ての

範囲の年度に対して、監査請求をするものと解される。固定資産税等の賦課期日は、当該

年度の初日の属する年の１月１日である（地方税法３５９条、堺市市税条例３８条）から、

先行監査請求は、本訴で対象となっている年度についていえば、平成１５年度ないし平成

１７年度における固定資産税等の賦課徴収を怠る事実についての監査を求めるものであっ

たということができる。 

https://lex.lawlibrary.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=27100060
https://lex.lawlibrary.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=27100060
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 他方、平成２０年１１月４日にされた本件監査請求の内容は、前記前提事実（６）のと

おりであり、固定資産税等の賦課徴収権の速やかな行使と、既に時効消滅した固定資産税

等の徴収権についての賠償請求を求める趣旨が記載されているが、住民監査請求の対象（地

方自治法２４２条１項参照）は、時効消滅した分を含め、賦課期日の到来した固定資産税

等の賦課徴収を怠る事実であると解される。 

（４）平成１５年度ないし平成１７年度に係る訴えが不適法であること 

 そうすると、本件監査請求のうち、平成１５年度ないし平成１７年度における固定資産

税等の賦課徴収を怠る事実についての監査を求める部分については、先行監査請求と同一

の怠る事実を対象とするものであって不適法である（平成１５年度における固定資産税等

の徴収権を時効消滅させたことに係る損害賠償請求を求める部分についても、住民監査請

求の対象は、同年度の固定資産税等の賦課徴収を怠る事実と解される。）。 

 被控訴人は、先行監査請求の結果を踏まえ推移を見守っていたという経緯を踏まえれば、

再度の監査請求を認める必要性がある旨を主張するが、そのような必要性を窺わせる具体

的な事情はなく、上記判断は左右されない。 

 そうすると、本件訴えのうち、平成１５年度ないし平成１７年度における固定資産税等

の徴収権が時効消滅したことを理由に損害賠償請求をするよう求める部分は、適法な監査

請求を欠くものとして、不適法である。 

 

５ 本件各土地に対する平成１８年度ないし平成２０年度の固定資産税等の徴収権を時効

により消滅させたことに係る損害賠償請求について、出訴期間制限違反の有無（職権によ

る検討） 

 上記の点に対する判断は、次のとおり補正するほか、原判決の「事実及び理由」の「第

３当裁判所の判断」の４に記載のとおりであるから、これを引用する。 

（１）上記引用部分中各「租税債権」をすべて「徴収権」に改める。 

（２）原判決４９頁１４行目の「損害賠償請求」を「損害賠償請求をするよう求める訴え」

に改め、同行目の「追加しているが、これは」を「追加し、また、被控訴人は、当審にお

ける訴えの交換的変更により、平成１９年度及び平成２０年度に係る本件各土地に対する

固定資産税等の徴収権を時効により消滅させたことについての損害賠償請求をするよう求

める訴えを追加しているが、これらはいずれも」に改める。 

（３）原判決５０頁７行目の「上記（１）のとおり」から同頁１０行目の「追加している

が、」までを削る。 

（４）原判決５０頁２４行目の「平成１８年度」の次に「ないし平成２０年度」を加える。 

 

６ 本案前の争点エ（本件各専決権者に係る訴えにつき、出訴期間制限違反があるか）に

ついて 

（１）上記４において説示したとおり、本件訴え（当審において追加した請求を含む。）の
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うち、平成１５年度ないし平成１７年度における固定資産税等の徴収権が時効消滅したこ

とを理由に損害賠償請求をするよう求める部分は、不適法であるから、この争点での検討

の対象は、平成１８年度ないし平成２０年度における固定資産税等の徴収権が時効消滅し

たことを理由に損害賠償請求をするよう求める請求のうち、本件各専決権者を損害賠償請

求の相手方とする部分である。 

 平成１８年度ないし平成２０年度における固定資産税等の徴収権が時効消滅したことを

理由に損害賠償請求をするよう求める請求は、いずれも訴えの追加的変更又は交換的変更

の後の新請求であるが、上記５で説示したとおり、これらの請求は、当初の訴えである本

件各土地に対する固定資産税等の賦課徴収を怠る事実の違法確認請求と実質的な争点を同

じくすること等から、出訴期間の制限に違反しないものと解されるものである。そして、

前記違法確認請求においては、本件各専決権者を被告とすることはできず、相手方を観念

することもできないことからすれば、訴えの変更により上記各損害賠償請求をするよう求

める請求をするときに初めて損害賠償請求の相手方として本件各専決権者を掲げることも

また、出訴期間の制限に違反しないものと解すべきである。 

（２）本件訴状の記載（前記前提事実（６）ア）によれば、被控訴人は、本件訴えを提起

した時点では、本件各土地の固定資産税等の徴収権が時効消滅したことを理由として損害

賠償請求をすべき相手方として、堺市長のほか、固定資産税等の賦課徴収を怠る事実に係

る相手方である町内会等を念頭に置いており、本件各専決権者は念頭に置かれていなかっ

たことが窺われる。しかし、前記（１）のとおり、怠る事実の違法確認請求から損害賠償

請求をするよう求める請求へ訴えの変更が適法と解されるのであるから、損害賠償請求の

相手方の特定は、その変更の時点においてされれば足りるというべきであるから、上記の

事情は前記（１）の判断を左右しない。 

（３）以上によれば、平成１８年度ないし平成２０年度における固定資産税等の徴収権が

時効消滅したことを理由に本件各専決者に対し損害賠償請求をするよう求める請求は、出

訴期間の遵守に欠けるものではないと解するのが相当である。 

 

７ 本案の争点ア（本件各土地（土地２１、２２、２７、２８及び３０以外）につき、固

定資産税等を賦課徴収しないことが違法か）について 

（１）地方税法３４３条１項は、固定資産税は固定資産の所有者に課する旨規定し、同条

２項前段は、同条１項にいう所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充

課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をいう旨規

定し、同条２項後段は、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡し

ているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅している

とき、又は所有者として登記されている同法３４８条１項の者（国、都道府県、市町村、

特別区等）が同日前に所有者でなくなっているときは、同日において当該土地又は家屋を

現に所有している者をいうものとする旨規定し、同法３４３条４項は、市町村は、固定資
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産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によって不明である場合においては、

その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税

を課することができる旨規定している。 

 これらの規定の趣旨については、固定資産税は、固定資産の資産価値に着目し、その所

有という事実に担税力を認めて課する一種の財産税であるから、その負担者は、当該固定

資産の所有者であることを原則とするが、課税上の技術的考慮から、土地又は家屋につい

ては賦課期日において登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者と

して登記又は登録されている者に課税する方式（いわゆる台帳課税主義）を採用し、台帳

課税主義を貫いた場合、土地又は家屋が現に存在し、これを現に所有している者があるに

もかかわらず、当該土地又は家屋に固定資産税を課することができず、納税義務の公平な

分担の見地からも適当でない場合が生じ得ることから、台帳課税主義の例外として、所有

者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者

として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記

されている非課税団体が同日前に所有者でなくなっているときは、現実の所有者を納税義

務者とするものとし、さらに、固定資産の所有者が誰であるのか不明である場合又は所有

者の所在が不明である場合について、課税上の衡平を保持する観点から、所有者課税の原

則に対する例外として、現にその固定資産を使用収益することによりその利益を享受して

いる者を所有者とみなして固定資産税を課するみちを開くことにより、可及的に固定資産

税の捕捉漏れを防止し、徴税の確保及び課税上の衡平を図ったものと解される。 

 このような地方税法の上記各規定の趣旨及び内容に照らすと、同法は、土地又は家屋に

ついて登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登

録されている者が誰であるかについては、課税権者である市町村において調査を尽くすこ

とを当然の前提としているものと解される。 

（２）地方税法３８１条１項及び２項の規定からすれば、所有権（権利部・甲区欄）の登

記がなく、所有者の氏名又は名称等が表題部に記載された表示に関する登記のみがされて

いる土地については、登記簿の表題部に所有者として記載されている者が同法３４３条２

項により固定資産税等の納税義務者となるところ，本件各土地（土地２１、２２、２７、

２８及び３０以外）に係る所有名義人は原判決別紙１－１の「表題部所有者」欄ないし「権

利部（甲区）」欄中の「権利者等」欄記載のとおりであって、具体的に所有者が誰であるの

か明らかでない。もっとも、これらの記載からは、地名の共通性や前記各土地がもとため

池であることも考慮すると、明治２２年の町村制施行前の旧村あるいは水利団体等が公益

的、公共的な施設として入会財産的に所有あるいは使用、管理してきたことが推認される。 

（３）被控訴人は、本件各土地（土地２１、２２、２７、２８及び３０以外）の所有名義

人の「大字某」（旧村）を、現在の自治会・町会が包括承継していて、地縁団体として同一

性があると主張するので、以下検討する。  

ア 本件各土地（土地２１、２２、２７、２８及び３０以外）の所有者として記載された
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「大字某」と、原判決別紙１－２の「納税義務者」欄中の「３４３条２項前段」欄に記載

された現在の自治会等とは、ほぼ同じ地域に組織されているものである（甲２０、弁論の

全趣旨）。 

 また、堺市は、地区共有財産の有効かつ適切な利用計画により、管理及び処分の適正化

を図るため必要な事項を定めるものとして、堺市地区共有財産の管理及び処分に関する要

綱（本件要綱。甲１７）を作成し、財産関係住民は、地区共有財産の処分に当たり、土地

台帳、不動産登記簿、共有者名簿、地券、財産台帳その他古文書等の記載内容、公租公課

の賦課状況又は権利移転の沿革若しくは経過により所有者の確認を行って、適正な処分手

続をしなければならないものと定め（本件要綱４条）、その処分代金の１０パーセントない

し２０パーセントは堺市に納付され（同５条）、その残は堺市が保管し、当該処分代金を有

する地域において、公共事業費、地区共有財産の維持管理費、その他堺市が必要と認めた

費用に充当するものとされて、この費用の支出は、当該処分代金を有する財産関係住民の

代表者からの請求により堺市がその手続を行うものとされ（同６条）、また、堺市は、財産

台帳を作成して、地区共有財産の異動状況を適確に把握するものとされている（同７条）。 

 さらに、堺市においては、ため池等の地区共有財産の管理・処分等に関し、町会（自治

会）の役員等に対する取扱いの参考に供するため、「地区共有財産取扱いの実務」と題する

書面（以下「本件取扱実務」という。甲１８）が作成されている。本件取扱実務において

は、地区共有財産の管理・処分の意思決定機関は、町会（自治会）総会の決議に基づくこ

とが基本であるとされており（第１章第１節）、また、地区共有財産の処分について、地区

共有財産を売却処分するにあたっては、堺市の管財課に処分内容の申入れをし、管財課の

指導に基づいて契約方法等処分の意思決定をすべきこと、同処分にあたっては、堺市議会

に上程し、議決をとることが必要であること、処分物件について、不動産登記簿、旧土地

台帳、共有者名簿、地籍図、古文書等によって、所有者（特に不動産登記簿上、単に「共

有地」と記載されている場合、その共有内容や範囲を十分調べること）、所在地、地目、地

積等を確実に把握し、確認すべきこと、町会（自治会）から管財課に処分の申請をするに

際しては、「大字○○共有地（○○）処分申請書」（様式１０号）、「堺市○○町会（自治会）

総会－役員総会－議事録」（様式１１号）、「土地売買契約書」（様式１５号）等の処分申請

関係書類を管財課に提出すること、これを受理した管財課において審査の上、処分議案を

作成すること、これを受けた控訴人（堺市長）において堺市議会に処分議案を提出し、堺

市議会において財産処分に関し議決承認した後、控訴人において処分を承認すること等の

売却処分の手続が定められている（第３章）。さらに、本件取扱実務においては、上記処分

に関する書類の１つとして、町会（自治会）長から共有地管理者堺市長宛の「登記手続に

ついて（依頼）」に係る書式（様式１６号）もあげられているところ、同書式においては、

「処分物件の実質的な債権・債務は当町会（自治会）にあるが債務履行するにあたり、町

会（自治会）では、現在登記申請手続を行うことができないため、共有地管理者堺市長名

で登記手続を行っていただきますよう依頼いたします。」との依頼文言が記載されている。 
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 そして、堺市ないし控訴人は、本件要綱や本件取扱実務に基づいて、後記（４）のとお

り、本件各土地（土地２１、２２、２７、２８及び３０以外）について、原判決別紙１－

２の「納税義務者」欄中の「３４３条２項前段」欄に記載された現在の自治会等が売却、

交換等の処分権を有することを前提として登記手続等に協力する等している。 

 このように、「大字某」と地域的同一性を持つ町会・自治会は、本件要綱及び本件取扱実

務に従って、堺市の支持・協力・監督を受けながらも、「大字某」「共有地」名義の土地が

地区共有財産として町会・自治会によって現に管理されている実態があることを前提とし

て、その管理・処分の権限を有する団体として取り扱われ、当該土地の処分に際して、登

記手続の実質的な主体となり、売却処分された代金を保有するなどすることがある。そう

すると、このような町会・自治会は、これらの土地の所有者としての管理処分権限を有す

ると評価することができる。 

 なお、控訴人は、道路整備等の公共事業の遂行上の必要性や、都市開発等に対する社会

的必要性の中で、地区共有財産たる土地の売却を全く認めないわけにはいかず、また、堺

市がその土地について全く関与せずに放置しておくわけにもいかない中で、政策的判断に

より、本件要綱の定める財産区財産に準じた手続等の下にやむを得ず売却がなされている

旨主張する。 

 しかし、たとい控訴人主張のような土地の売却の必要性が存するとしても、単なる政策

的判断によってその土地の所有権の消長に重大な影響を及ぼす処分を認めることは考え難

い。また、本件要綱や本件取扱実務においても、不動産登記簿、旧土地台帳、共有者名簿、

地籍図、古文書等によって、所有者を確実に把握した上で上記売却等を行うべきものとさ

れている。これらの点に照らせば、堺市は、町会・自治会が地区共有財産の実質的な所有

者であるとの判断の下に上記のような取扱いをしているものというべきであるから、上記

控訴人の主張は失当である。 

イ もっとも、「大字某」「共有地」名義の土地は、当該地域の地縁団体によって入会財産

的に所有あるいは使用、管理されてきたことが推認されるものの、その所有者が旧村であ

るか、水利団体等であるかは必ずしも判然としない（甲１９、２０、乙４８、４９、６３、

６４）。また、現在の町会・自治会は、戦時体制下において地縁団体が町内会及び部落会に

統合され、敗戦後にいわゆるポツダム政令によりこれらが解散され、連合軍の占領終了に

より町内会の禁止が解除された後、新たに小学校区を中心として、地域の親睦、連絡、防

犯等を目的として任意に組織された団体であって（甲８９、乙６７、弁論の全趣旨）、従前

の地縁団体との間には明らかな断絶が存在する。 

 このことからすると、現在の町会・自治会が「大字某」「共有地」の実質的な所有者であ

ると評価することができるとしても、「大字某」を包括承継しているとまでいうには疑問が

残る。 

 そうすると、原判決別紙１－１の「表題部所有者」欄ないし「権利部（甲区）」欄中の「権

利者等」欄に記載された「大字某」の権利関係は、原判決別紙１－２の「納税義務者」欄
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中の「３４３条２項前段」欄に記載された現在の自治会等に承継されているものとみるこ

とはできない。 

 しかしながら、戦前の地縁団体の承継についての調査は極めて困難で、承継する者が判

明する見込みはほとんどない状況であること（乙４８、４９）からすると、地縁団体を承

継する者が判明しないことを理由に「大字某」「共有地」名義の土地について固定資産税の

賦課を留保し続ければ、永続的に課税上の衡平を著しく害する事態を招来することとなる。

他方で、地縁団体を承継する者が容易に判明しないことを踏まえた上で、現在の町会・自

治会は、本件要綱及び本件取扱実務に従うことにより、「大字某」「共有地」名義の地区共

有財産を管理・処分する権限を有する団体として取り扱われ、実質的な所有者と評価され

るのである。 

 そうであるとすれば、「大字某」「共有地」名義の土地について、町会・自治会がこれを

管理・処分する権限を有する団体として取り扱われた場合には、「大字某」「共有地」によ

って表章される地縁団体は、実体としては消滅しているのと同視し、地方税法３４８条２

項後段を類推適用して、上記町会・自治会を「当該土地を現に所有している者」として、

これらの土地の固定資産税等の納税義務者とするのが相当である。 

（４）本件各土地（土地２１、２２、２７、２８及び３０以外）について、納税義務者を

特定することが可能か否かを、以下順に検討する。 

ア 土地１ないし１０について 

（ア）大字西について 

 土地１ないし９は、いずれも土地登記簿の表題部の所有者欄に大字西と記載されている

ところ（甲５の１ないし５の９、乙９ないし１６）、このうち、土地７は、平成１８年１２

月１日付けで処分者を堺市日置荘西町会連合会とする土地７の処分議案が堺市長により堺

市議会に提出され、同月２２日の堺市議会の議決を経て、平成１９年１月１２日付けで処

分者を堺市日置荘西町会連合会としてＵに対して処分され、同月１６日受付で、所有者を

大字西とする所有権保存登記がされるとともに、同月１２日売買を原因としてＵへの所有

権移転登記がされている（甲５の７、２１、２７）。そして、堺市長は、上記所有権保存登

記及び所有権移転登記手続に当たって、大字西管理者の立場で両登記を嘱託している（乙

５８）。 

 また、登記簿上の所有者を大字西とする堺市日置荘西町〔番地略〕（当時）の土地等が、

平成１４年６月２４日付けで堺市議会の議決を経て、同日、処分者を日置荘西町会連合会

として、堺市に処分されている（甲２７）。 

 これらの事実からすれば、堺市日置荘西町会連合会は、遅くとも上記堺市日置荘西町〔番

地略〕（当時）の土地等の処分に関し堺市議会の議決がされた平成１４年６月２４日までに

は、大字西名義の土地について、これを管理・処分する権限を有する団体として取り扱わ

れることとなったというべきであり、堺市長や堺市の関係職員においても、このことを容

易に知り得たというべきである。 
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 そうすると、堺市長及び堺市の関係職員は、遅くとも平成１４年６月２４日までには、

土地１ないし９の納税義務者を特定することが可能であったといえる。 

（イ）大字原寺及び大字北について 

 土地１０に係る土地登記簿の表題部の所有者欄には、「持分３分の１ 大字原寺 持分３

分の１ 大字西 持分３分の１ 大字北」と記載されている（甲５の１０。なお、閉鎖登

記簿（乙１８）では、「大字原寺 大字西 大字北 共有地」とされている。）。 

 登記簿上の所有者を大字原寺及び大字北とする堺市日置荘原寺町〔番地略〕（当時）の土

地等が、平成１４年３月２８日付けで堺市議会の議決を経て、同日、処分者を日置荘原寺

町会及び日置荘北町町会として、堺市高石市消防組合に処分されている（甲２７）。この事

実からすれば、日置荘原寺町会、日置荘北町町会は、遅くとも上記議決のあった平成１４

年３月２８日までには、大字原寺、大字北名義の土地について、これを管理・処分する権

限を有する団体として取り扱われることとなったというべきであり、堺市長や堺市の関係

職員においても、このことを容易に知り得たというべきである。 

 そうすると、堺市長及び堺市の関係職員は、遅くとも平成１４年６月２４日（上記（ア）

のとおり、堺市長及び堺市の関係職員が土地登記簿上所有者として登記されている大字西

が堺市日置荘西町会連合会に該当することを容易に知り得た日）までには、土地１０の全

納税義務者を特定することが可能であったといえる。 

イ 土地１１及び１２について 

 土地１１及び１２は、いずれも土地登記簿の表題部の所有者欄に踞尾共有地と記載され

ていたところ（甲５の１１及び５の１２、乙２１、２２）、平成２０年６月２６日付けで堺

市踞尾管財委員会会長から控訴人宛に同表題部の所有者欄の踞尾共有地との表示は、同委

員会で調査を行った結果大字踞尾所有に相違ない旨の申立てがされ、同月２７日付けで大

字踞尾管理者の堺市長から大阪法務局堺支局に対し、表題部の所有者欄の表示を錯誤を原

因として踞尾共有地から大字踞尾に更正する旨の登記嘱託書が提出され、同日、同所有者

欄が錯誤により踞尾共有地から大字踞尾に更正されており、その後、堺市踞尾管財委員会

会長が、同年７月１８日付けで堺市長に対して処分の申請を行い、同年９月２９日付けで

堺市議会の議決を経て、同年１２月１日付けで所有者を大字踞尾とする所有権保存登記が

されるとともに、同日売買を原因として医療法人ｃ会への所有権移転登記がされている（甲

５の１１、５の１２、２７、８０）。また、登記簿上の所有者を大字踞尾及び大字家原寺と

する堺市家原寺町〔番地略〕（当時）の土地の一部が、平成１４年３月２８日付けで堺市議

会の議決を経て、同日、処分者を堺市踞尾管財委員会及び家原町第一自治会として、堺市

土地開発公社に処分されている（甲２７）。 

 これらの事実からすれば、堺市踞尾管財委員会は、遅くとも上記堺市家原寺町〔番地略〕

（当時）の土地の一部の処分に関し堺市議会の議決がされた平成１４年３月２８日までに

は、大字踞尾名義の土地について、これを管理・処分する権限を有する団体として取り扱

われることとなったというべきであり、堺市長や堺市の関係職員においても、このことを
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容易に知り得たというべきである。 

 そうすると、堺市長及び堺市の関係職員は、遅くとも平成１４年３月２８日までには、

土地１１及び１２の納税義務者を特定することが可能であったといえる。 

ウ 土地１３、１４及び１７について 

 土地１３及び１７は、いずれも地目はため池であり、土地登記簿の表題部の所有者欄に

共有地と記載されており、旧土地台帳では所有主の住所として大字畑と、所有主氏名とし

て共有地と記載されているところ（甲５の１３、５の１７、乙２３、２５、３１、３２）、

これら土地に係る共有者名簿は存せず（被控訴人訴訟代理人事務所の事務員による大阪法

務局堺支局での確認。甲９３）、後記の堺市南区畑〔番地略〕の土地の処分に係る経過をも

参酌すると、土地１３及び１７の所有者はいずれも大字畑ないしはその権利承継人である

と推認される。また、土地１４は、土地登記簿の表題部の所有者欄に上神谷村大字畑と記

載されている（甲５の１４、乙２６）。 

 そして、土地登記簿の表題部の所有者欄の記載が共有地とされている堺市南区畑〔番地

略〕の土地（地目ため池。なお、堺市財産活用課作成の「堺市地区共有財産の処分に伴う

確認事項について」（甲２７の２）では、登記簿上の所有者及び所有者は、いずれも大字畑

とされている。）について、平成２２年１月２０日付けで、堺市畑自治会会長から堺市長宛

に処分者を堺市畑自治会とする大字畑共有地（松花尾池）処分申請書が提出され、同日付

けで、堺市南区畑自治会を売主、Ｖを買主とする売買契約が締結され、同年２月２日に同

土地の処分について堺市長までの決裁がされ、同年３月２９日、堺市議会の議決を経て、

同年５月２４日、処分者を堺市南区畑自治会としてＶに対して処分され、Ｖへの所有権移

転登記がされている（甲２３、２７）。 

 これらの事実からすれば、堺市畑自治会（なお、上記売買契約に係る売買契約書では、

堺市南区畑自治会とされているところ、両者は同一の自治会であると認められる。）は、遅

くとも上記堺市南区畑〔番地略〕の土地の処分に係る決裁がされた同年２月２日までには、

大字畑名義の土地について、これを管理・処分する権限を有する団体として取り扱われる

こととなったというべきであり、堺市長や堺市の関係職員においても、このことを容易に

知り得たというべきである。 

 そうすると、堺市長及び堺市の関係職員は、遅くとも平成２２年２月２日までには、土

地１３、１４及び１７の納税義務者を特定することが可能であったといえる。 

エ 土地１８について 

 土地１８は、土地登記簿の表題部の所有者欄に鶴田村大字菱木・鶴田村大字草部と記載

されており、平成７年９月１３日付けで堺市檜尾〔番地略〕（当時）から分筆されていると

ころ（甲５の１８、乙３４）、堺市檜尾〔番地略〕（当時）の土地のうち一部について、平

成９年１０月２９日、堺市萬崎自治会、堺市菱木東自治会、堺市菱木南自治会、堺市菱木

奥自治会、堺市菱木白木自治会及び堺市稲葉自治会を申請者として、上記６自治会共有地

である上記土地の交換・寄付処分をしたい、交換理由は「堺市からの交換の申出に応じる
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ため」であるとする堺市長宛の鶴田村大字菱木、同村大字草部共有地（浄土池の一部）交

換・寄付処分申請書が提出され、同年１１月１４日に同土地の交換・寄付処分について堺

市長までの決裁がされ、同月２６日、上記６自治会と堺市との間で土地交換契約が締結さ

れ、同日、堺市によって収受されている（甲２４）。 

 これらの事実からすれば、堺市萬崎自治会、堺市菱木東自治会、堺市菱木南自治会、堺

市菱木奥自治会、堺市菱木白木自治会及び堺市稲葉自治会は、遅くとも土地１８の交換処

分に係る決裁がされた同月１４日までには、大字菱木、大字草部名義の土地について、こ

れを管理・処分する権限を有する団体として取り扱われることとなったというべきであり、

堺市長や堺市の関係職員においても、このことを容易に知り得たというべきである。 

 そうすると、堺市長及び堺市の関係職員は、遅くとも平成９年１１月１４日までには、

土地１８の納税義務者を特定することが可能であったといえる。 

オ 土地１９について 

 土地１９は、地目はため池であり、土地登記簿の表題部の所有者欄に共有地と記載され

ており、旧土地台帳では所有主の住所は空欄であり、所有主氏名として共有地と記載され

ており、また、旧土地台帳及び閉鎖登記簿においては、その所在として堺市中村町と記載

されていたところ（甲５の１９、乙３５、３６）、中村は、町村制施行時には、近隣の南花

田村、野遠村及び河合村と合併して北八下村となり、その後、河合村の地域は松原市とな

ったが、その余は堺市となっていること（甲２０）や、後記の堺市東区石原町〔番地略〕

の土地の処分に係る経過をも参酌すると、土地１９の所有者は大字中であると推認される。 

 そして、登記簿上の所有者が大字中とされている堺市東区石原町〔番地略〕の土地（大

字中共有地。地目ため池）について、平成１９年１月１６日付けで、堺市中村町町会長か

ら堺市長宛に処分者代表者を堺市中村町町会長とする大字中共有地（大池残地）処分申請

書が提出され、同年２月７日に同土地の処分について堺市長（ただし助役による代印）ま

での決裁がされ、同年３月１６日、堺市議会の議決を経て、同月２６日にａ株式会社への

処分がされ、所有権移転登記手続がされている（甲２６、２７）。 

 これらの事実からすれば、堺市中村町町会は、遅くとも上記堺市東区石原町〔番地略〕

の土地の処分に係る堺市議会の議決がされた同月１６日までには、大字中名義の土地につ

いて、これを管理・処分する権限を有する団体として取り扱われることとなったというべ

きであり、堺市長や堺市の関係職員においても、このことを容易に知り得たというべきで

ある。 

 そうすると、堺市長及び堺市の関係職員は、遅くとも平成１９年３月１６日までには、

土地１９の納税義務者を特定することが可能であったといえる。 

カ 土地２０について 

 土地２０は、土地登記簿の表題部の所有者欄に共有地と記載され、旧土地台帳では所有

主の住所は空欄であり、所有主氏名として共有地と記載されており、平成１２年８月３日

付けで、堺市黒土町〔番地略〕（当時。土地２０）及び堺市黒土町〔番地略〕（当時）に分
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筆されているところ（甲５の２０、乙３７、３８）、堺市黒土町西町内会、堺市黒土町東町

内会、堺市長曾根町内会東町会及び堺市長曾根町内会西町会は、同年７月３１日付けで、

共有地管理者である堺市長に対し、町会（町内会）では現在登記申請手続を行うことがで

きないため、「共有地管理者 堺市長」名で上記分筆登記手続を行うよう依頼し、同年８月

３日、管財課長の専決により、堺市長名で大阪法務局堺支局に土地分筆登記に係る嘱託が

されている（甲５の２０、６８）。 

 これらの事実からすれば、堺市黒土町西町内会、堺市黒土町東町内会、堺市長曾根町内

会東町会及び堺市長曾根町内会西町会は、遅くとも同日までには、土地２０について、共

同してこれを管理・処分する権限を有する団体として取り扱われることとなったというべ

きであり、堺市長や堺市の関係職員において、このことを容易に知り得たというべきであ

る。 

 そうすると、堺市長及び堺市の担当職員は、遅くとも平成１２年８月３日までには、土

地２０の納税義務者を特定することが可能であったといえる。 

キ 土地３１ないし３４について 

 土地３１は、旧土地台帳では所有主の住所は空欄であり、所有主氏名は浜寺村大字下と

記載されており、土地３２及び３３は、土地登記簿の表題部の所有者欄にいずれも大字下

と記載され、旧土地台帳（土地３２及び３３に分筆される前の堺市浜寺南町〔番地略〕）で

は所有主の住所として大字下と、所有主氏名として共有地と記載されており、土地３４は、

土地登記簿の表題部の所有者欄に大字下共有地と記載されている（甲５の２９、７、８、

１１、９５、乙４３）。このうち土地３１については、平成５年１月７日付けで、堺市浜寺

南町〔番地略〕（土地３１）、同〔番地略〕、同〔番地略〕、同〔番地略〕及び同〔番地略〕（当

時）に分筆されているところ（甲５の２９）、同番４０の土地について、平成１９年９月１

４日付けで、堺市浜寺元町自治会長から堺市長宛に処分者を堺市浜寺元町自治会とする共

有地（元今池の一部）寄付処分申請書が提出され、同月２５日に同土地の寄付処分につい

て堺市長（ただし、副市長による代印）までの決裁がされ、同月２８日、堺市は同土地を

寄付収受している（甲２２）。また、登記簿上の所有者を大字下としていた堺市浜寺元町〔番

地略〕及び同〔番地略〕（当時）の土地について、平成１２年１２月２１日付けで堺市議会

の議決を経て、同日、処分者を浜寺元町自治会として、大阪府鳳土木事務所に処分されて

いる（甲２７）。 

 これらの事実からすれば、堺市浜寺元町自治会は、遅くとも上記堺市浜寺元町〔番地略〕

及び〔番地略〕（当時）の土地の処分に関し堺市議会の議決がされた同日までには、大字下

名義の土地について、これを管理・処分する権限を有する団体として取り扱われることと

なったというべきであり、堺市長や堺市の関係職員において、このことを容易に知り得た

というべきである。 

 そうすると、堺市長及び堺市の関係職員は、遅くとも平成１２年１２月２１日までには、

土地３１ないし３４の納税義務者を特定することが可能であったといえる。 



大阪高裁 平成 25（行コ）99 

18 

 

 なお、土地３１については、昭和４１年１２月１０日以降、その所有名義人が堺市とな

っている（甲５の２９、乙４４）が、これは、もと浜寺村大字下名義とされていたものが、

誤って大阪府に所有権移転登記され、これを回復しようとしたものの、同名義にすること

ができなかったため、便宜上堺市の名義を使用したものである（甲３、弁論の全趣旨）か

ら、地方税法３４３条２項後段の「同法３４８条１項の者が所有者でなくなっているとき」

に該当し、納税義務者は堺市浜寺元町自治会と解される。 

（５）以上によれば、本件各土地（土地２１、２２、２７、２８及び３０以外）につき納

税義務者を特定することは可能であって、上記各土地の納税義務者は、具体的には原判決

別紙１－２の「納税義務者」欄中の「３４３条２項後段」欄記載の者と認められる。 

 そして、上記（４）に説示したような堺市長ないし堺市による処分や登記手続の協力等

の状況に照らせば，堺市長ないし堺市の関係職員が大字某と自治会等（原判決別紙１－２

の「納税義務者」欄中の「３４３条２項後段」欄記載の者）とが同一であることを容易に

知り得た時期は、上記（４）に各記載した時期であると認められる。 

 

８ 本案の争点イ（本件変更部分について、固定資産税等を賦課徴収しないことが違法か）

について 

（１）堺市の北支所職員が平成１７年５月に実施した調査の結果、土地２７は北奥本町会

の自治会館敷地部分に限られると認定し、地番図を修正したこと、これにより、本件変更

部分が土地２７の一部から奥本町〔番地略〕の一部とされたことは、前記前提事実（３）

のとおりである。  

 証拠（甲３１、３２、５１～５３、６３、乙５６の１・２、７０、７１）及び弁論の全

趣旨によれば、上記調査の結果、〔１〕奥本町〔番地略〕の土地の所有者はＷであり、〔２〕

本件変更部分は青果店の店舗敷地として使用されているところ、Ｗが同部分の土地を賃貸

していること、〔３〕土地２７と奥本町〔番地略〕の土地との筆界は必ずしも明らかではな

いが、土地２７の上に自治会館が建築された約４０年前から、筆界をめぐって争いが生じ

たことはないこと、以上の事実が判明し、北支所税務課は、以上の調査結果に基づいて、

本件変更部分が奥本町〔番地略〕に属すると判断して、地番図を修正したものと認められ

る。 

 以上の調査結果及びこれに基づく土地２７と奥本町〔番地略〕の土地の範囲に関する判

断について、特に合理性を欠く点はなく、この調査結果及び判断に疑いを抱かせる事情を

認めるに足りる的確な証拠はない。 

 したがって、本件変更部分は、奥本町〔番地略〕の一部であり、土地２７には属さない

と認められる。 

（２）本件変更部分が奥本町〔番地略〕の土地に含まれると堺市長が認定した後において、

同土地に係る固定資産税等の額が変更されていないことが違法と認められないことは、原

判決の「事実及び理由」の「第３当裁判所の判断」の８（２）（原判決６９頁２５行目～同
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７１頁３行目）のとおりであるから、これを引用する。 

（３）以上によれば、本件変更部分について、控訴人が固定資産税等の徴収を違法に怠る

事実は認められないから、本件変更部分に係る被控訴人の請求は、その余の点につき判断

するまでもなく、理由がない。 

 なお、土地２７は、北奥本町会の自治会館の敷地部分として用いられているから、堺市

市税条例４２条１項１３号により固定資産税等は免除される。したがって、土地２７に係

る被控訴人の請求は、その余の点につき判断するまでもなく、理由がない。 

 

９ 本案の争点ウ（土地２８について、固定資産税等を賦課徴収しないことが違法か）に

ついて 

 上記の点に対する判断は、次のとおり補正するほか、原判決の「事実及び理由」の「第

３当裁判所の判断」の９（原判決７１頁１４行目～同７３頁４行目）に記載のとおりであ

るから、これを引用する。 

（１）原判決７１頁１８行目の「旧土地台帳」から同頁２０～２１行目の「高いものとい

える。」までを「旧土地台帳（乙４１）及びその一部である旧共有者台帳（乙６２）の体裁

からすれば、これらに記載されたＳ外２８名は、その生死が不明であるといわざるを得な

い。」に改める。 

（２）原判決７２頁４行目の「土地２８について」から同頁６行目の「踏まえると、」まで

を削る。 

（３）原判決７２頁１２行目の「明治時代に作成されたと推測される」を削る。 

（４）原判決７２頁２５行目の「前記（１）のとおり」を削り、同頁２６行目の「判明し

ている」の次に「（弁論の全趣旨）」を加える。 

 

１０ 本案の争点エ（土地２１、２２及び３０について、固定資産税等を賦課徴収しない

ことが違法か）について 

 土地２１、２２及び３０については、いずれも平成１８年度から平成２０年度まで固定

資産税等が賦課されていると認められるから（乙５１の７ないし１２、５５の７ないし９）、

固定資産税等の徴収も行われたと推認できるところ、上記推認を覆すに足りる証拠はない

から、土地２１、２２及び３０について、平成１８年度から平成２０年度までの固定資産

税等の徴収を違法に怠る事実は認められない。 

 

１１ 本案の争点オ（堺市長及び本件各専決権者の故意、過失）について 

（１）総論 

ア 本件各専決権者について 

 本件各土地（土地２１、２２、２７、２８及び３０以外）のうち、関係する町会・自治

会が土地を処分等する際に、堺市においてその処分を承認する旨の決裁をし、あるいは堺
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市議会が議決を行っているものについては、遅くとも同決裁ないし同議決の時点以降は、

その管轄区域内に存する固定資産に係る固定資産税等の賦課徴収権限を有する専決権者で

ある各市税事務所長は、その管轄区域内に存する上記各土地の納税義務者を把握していた

か、あるいは把握できる状態にあったものといえる。また、所有名義人が大字某等とされ

ているその管轄区域内に存する土地について上記のように堺市においてその処分を承認す

る旨の決裁をし、あるいは堺市議会が議決を行っているものが存する場合には、上記各市

税事務所長は、上記大字某等と同じ大字某等が所有名義人とされているその管轄区域内に

存する他の土地についても、その納税義務者を把握できる状態にあったものといえる。 

 そうであるところ、固定資産税等の賦課徴収権限を有する専決権者である各市税事務所

長は、固定資産税等の公平な課税との観点に照らしても、その管轄区域内に存する固定資

産について固定資産税等の適切な賦課徴収が行われているか、また、固定資産税等の賦課

徴収を行っていない固定資産については、非課税とされるものである等の賦課徴収を行わ

ないことが適切なものと認められるか等について、固定資産税等を賦課徴収する各年度毎

に的確に把握し、固定資産税等を賦課徴収すべき固定資産について、その賦課徴収を看過

することがないようにすべきものであって、特にその賦課徴収を行わないまま当該固定資

産税等の徴収権を時効消滅させる事態に至らないようにすべき責務を負っているものとい

える。このような各市税事務所長の責務に照らせば、その管轄区域内に存する土地につい

て、その所有名義人が大字某や共有地等とされているために固定資産税等の賦課徴収が行

われていないものが存するのであれば、堺市内の関係部署に当該所有名義人についての処

分事例等を照会する等して真に当該土地の納税義務者の特定ができないのか否かを調査し

た上で、そのような特定ができる場合には、当該土地の固定資産税等の賦課徴収を行うべ

き注意義務を有するものと解するのが相当である。 

 以上からすれば、本件各土地（土地２１、２２、２７、２８及び３０以外）のうち、上

記のとおりその納税義務者の特定が可能なものについて、かかる調査を行った上での特定

をすることなく、固定資産税等を賦課徴収しなかった本件各専決権者には、かかる賦課徴

収を行わなかったことについて過失が存するものというべきである。そして、固定資産税

等が毎年課されるものであって、上記のような固定資産税等の賦課徴収状況の把握も毎年

行われるべきものであることに照らせば、少なくとも納税義務者の特定が可能となった時

期から１年以上市税事務所長の職にある者については、上記過失を認めるのが相当である。 

 なお、各専決権者の各年度の固定資産税等の賦課徴収の責務は、賦課期日であるその年

の１月１日からではなく、当該年度の当初であるその年の４月１日から開始するものであ

るから、これを前提に検討することとする。 

イ 歴代市長について 

 本件各土地（土地２１、２２、２７、２８及び３０以外）のうち、関係する町会・自治

会が土地を処分等する際に、堺市においてその処分を承認する旨の決裁をし、あるいは堺

市議会が議決を行っているものについては、遅くとも同決裁ないし同議決の時点以降は、
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堺市長は、上記各土地の納税義務者を把握していたか、あるいは把握できる状態にあった

ものといえる。また、所有名義人が大字某等とされている土地について上記のように堺市

においてその処分を承認する旨の決裁をし、あるいは堺市議会が議決を行っているものが

存する場合には、堺市長は、上記大字某等と同じ大字某等が所有名義人とされているその

他の土地についても、その納税義務者を把握できる状態にあったものといえる。 

 そうであるところ、堺市においては、遅くとも平成１７年２月までには、堺市の資産税

管理課において、登記地目がため池等でため池等以外の用に供されている土地についての

調べがされており（乙５）、同年８月には、かかる調べを基に作成された本件調査一覧表に

基づいて、このような土地に対する固定資産税等の課税をしないことが違法である等とす

る先行監査請求が被控訴人によって行われたのであるから、堺市長においても、少なくと

も同年８月以降は、元ため池等であった土地について固定資産税等が適切に賦課徴収され

ているか否かをその専決権者である各市税事務所長に確認し、固定資産税等の適切な賦課

徴収が行われるように指導監督すべきものであったというべきであり、所有名義が大字某

や共有地等とされていることから当該土地に係る固定資産税等の賦課徴収が行われていな

い土地が存する場合には、上記のようにその納税義務者を現に把握し、あるいは把握する

ことができた堺市長において、各市税事務所長に対し、当該土地の納税義務者を的確に確

認した上で当該土地に対する固定資産税等を賦課徴収するよう指導監督すべき注意義務を

有していたものといえる。 

 以上からすれば、少なくとも平成１７年８月以降、本件各土地（土地２１、２２、２７、

２８及び３０以外）のうち、上記のとおりその納税義務者の特定が可能なものについて、

本件各専決権者に対して所有名義人を的確に確認した上で当該土地に対する固定資産税等

を賦課徴収することの指導監督を行わなかった点について、堺市長に過失を認めるのが相

当である。 

（２）各論 

 前記（１）の枠組みを前提に、本件各土地の平成１８年度から平成２０年度までの固定

資産税等が時効消滅したことについて、堺市長及び本件専決権者らに過失があるといえる

かどうか、以下個別に検討する。 

ア 土地１ないし１０について 

 堺市長及び東市税事務所長は、堺市日置荘原寺町〔番地略〕（当時）の土地等の処分に関

し堺市議会の議決がされた平成１４年３月２８日までには、土地登記簿上所有者ないし共

有者として登記されている大字原寺及び大字北に関し、日置荘原寺町会及び日置荘北町町

会がそれぞれについて管理・処分する権限を有する団体として取り扱われることになった

ことを容易に知り得たというべきであり、また、堺市日置荘西町〔番地略〕（当時）の土地

等の処分に関し堺市議会の議決がされた同年６月２４日までには、土地登記簿上所有者と

して登記されている大字西について、堺市日置荘西町会連合会が管理・処分する権限を有

する団体として取り扱われることになったことを容易に知り得たといえる。 
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 したがって、平成１８年４月１日から平成１８年度固定資産税等の徴収権が時効で消滅

する平成２３年５月３１日までの間少なくとも１年以上東市税事務所長の職にあったＤ、

Ｅ及びＦ並びに前記の期間に堺市長の職にあったＢ及びＡには、上記時効消滅について過

失があると認められ、平成１９年４月１日から平成１９年度固定資産税等の徴収権が時効

で消滅する平成２４年５月３１日までの間、少なくとも１年以上東市税事務所長の職にあ

ったＥ、Ｆ及びＰ並びに堺市長の職にあったＢ及びＡには、上記時効消滅について過失が

あると認められ、平成２０年４月１日から平成２０年度固定資産税等の徴収権が時効で消

滅する平成２５年５月３１日までの間、少なくとも１年以上東市税事務所長の職にあった

Ｆ及びＰ並びに堺市長の職にあったＢ及びＡには、上記時効消滅について過失があると認

められる。 

イ 土地１１及び１２について 

 堺市長及び西市税事務所長は、堺市家原寺町〔番地略〕（当時）の土地の一部の処分に関

し堺市議会の議決がされた平成１４年３月２８日までには、土地登記簿上所有者として登

記されている踞尾共有地ないし大字踞尾について、堺市踞尾管財委員会が管理・処分する

権限を有する団体として取り扱われることになったことを容易に知り得たといえる。 

 したがって、平成１８年４月１日から平成１８年度固定資産税等の徴収権が時効で消滅

する平成２３年５月３１日までの間少なくとも１年以上西市税事務所長の職にあったＨ及

びＩ並びに前記の期間に堺市長の職にあったＢ及びＡには、上記時効消滅について過失が

あると認められ、平成１９年４月１日から平成１９年度固定資産税等の徴収権が時効で消

滅する平成２４年５月３１日までの間、少なくとも１年以上西市税事務所長の職にあった

Ｈ、Ｉ及びＱ並びに堺市長の職にあったＢ及びＡには、上記時効消滅について過失がある

と認められ、平成２０年４月１日から平成２０年度固定資産税等の徴収権が時効で消滅す

る平成２５年５月３１日までの間、少なくとも１年以上西市税事務所長の職にあったＩ及

びＱ並びに堺市長の職にあったＢ及びＡには、上記時効消滅について過失があると認めら

れる。 

ウ 土地１３、１４及び１７について 

 堺市長及び南市税事務所長は、堺市南区畑〔番地略〕の土地の処分に係る決裁がされた

平成２２年２月２日までには、大字畑について堺市畑自治会が管理・処分する権限を有す

る団体として取り扱われることを容易に知り得たといえる。 

 したがって、平成１８年度固定資産税等の徴収権の時効消滅に関しては、平成２２年２

月２日から上記時効消滅した平成２３年５月３１日までの間に少なくとも１年以上南市税

事務所長の職にあったＪ及び堺市長の職にあったＡには、上記時効消滅について過失が認

められ、平成１９年度固定資産税等の徴収権の時効消滅に関しては、平成２２年２月２日

から上記時効消滅した平成２４年５月３１日までの間に少なくとも１年以上南市税事務所

長の職にあったＪ及びＩ並びに堺市長の職にあったＡには、上記時効消滅について過失が

認められ、平成２０年度固定資産税等の徴収権の時効消滅に関しては、平成２２年２月２
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日から上記時効消滅した平成２５年５月３１日までの間に少なくとも１年以上南市税事務

所長の職にあったＪ及びＩ並びに堺市長の職にあったＡには、上記時効消滅について過失

が認められる。 

エ 土地１８について 

 堺市長及び南市税事務所長は、土地１８の交換処分に係る決裁がされた平成９年１１月

１４日までには、鶴田村大字菱木及び同村大字草部について、堺市萬崎自治会、堺市菱木

東自治会、堺市菱木南自治会、堺市菱木奥自治会、堺市菱木白木自治会及び堺市稲葉自治

会が管理・処分する権限を有する団体として取り扱われることを容易に知り得たといえる。 

 したがって、平成１８年４月１日から平成１８年度固定資産税等の徴収権が時効で消滅

する平成２３年５月３１日までの間少なくとも１年以上南市税事務所長の職にあったＫ、

Ｄ及びＪ並びに前記の期間に堺市長の職にあったＢ及びＡには、上記時効消滅について過

失があると認められ、平成１９年４月１日から平成１９年度固定資産税等の徴収権が時効

で消滅する平成２４年５月３１日までの間、少なくとも１年以上南市税事務所長の職にあ

ったＤ、Ｊ及びＩ並びに堺市長の職にあったＢ及びＡには、上記時効消滅について過失が

あると認められ、平成２０年４月１日から平成２０年度固定資産税等の徴収権が時効で消

滅する平成２５年５月３１日までの間、少なくとも１年以上南市税事務所長の職にあった

Ｄ、Ｊ及びＩ並びに堺市長の職にあったＢ及びＡには、上記時効消滅について過失がある

と認められる。 

オ 土地１９について 

 堺市長及び北市税事務所長は、堺市東区石原町〔番地略〕の土地の処分に係る堺市議会

の議決がされた平成１９年３月１６日までには、大字中について、堺市中村町町会が管理・

処分する権限を有する団体として取り扱われることを容易に知り得たといえる。 

 したがって、平成１８年度固定資産税等の徴収権の時効消滅に関しては、平成１９年３

月１６日から上記時効消滅した平成２３年５月３１日までの間に少なくとも１年以上北市

税事務所長の職にあったＬ及びＮ並びに堺市長の職にあったＢ及びＡには、上記時効消滅

について過失が認められ、平成１９年４月１日から平成１９年度固定資産税等の徴収権が

時効で消滅する平成２４年５月３１日までの間、少なくとも１年以上北市税事務所長の職

にあったＬ及びＮ並びに堺市長の職にあったＢ及びＡには、上記時効消滅について過失が

あると認められ、平成２０年４月１日から平成２０年度固定資産税等の徴収権が時効で消

滅する平成２５年５月３１日までの間、少なくとも１年以上北市税事務所長の職にあった

Ｌ、Ｎ及びＲ並びに堺市長の職にあったＢ及びＡには、上記時効消滅について過失がある

と認められる。 

カ 土地２０について 

 堺市長及び北市税事務所長は、土地２０に係る分筆登記に係る嘱託がされた平成１２年

８月３日までには、同土地について、堺市黒土町西町内会、堺市黒土町東町内会、堺市長

曾根町内会東町会及び堺市長曾根町内会西町会が管理・処分する権限を有する団体として
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取り扱われることを容易に知り得たといえる。 

 したがって、平成１８年４月１日から平成１８年度固定資産税等の徴収権が時効で消滅

する平成２３年５月３１日までの間、少なくとも１年以上北市税事務所長の職にあったＬ

及びＮ並びに堺市長の職にあったＢ及びＡには、上記時効消滅について過失が認められ、

平成１９年４月１日から平成１９年度固定資産税等の徴収権が時効で消滅する平成２４年

５月３１日までの間、少なくとも１年以上北市税事務所長の職にあったＬ及びＮ並びに堺

市長の職にあったＢ及びＡには、上記時効消滅について過失があると認められ、平成２０

年４月１日から平成２０年度固定資産税等の徴収権が時効で消滅する平成２５年５月３１

日までの間、少なくとも１年以上北市税事務所長の職にあったＬ、Ｎ及びＲ並びに堺市長

の職にあったＢ及びＡには、上記時効消滅について過失があると認められる。 

キ 土地３１ないし３４について 

 堺市長及び西市税事務所長は、堺市浜寺元町〔番地略〕及び〔番地略〕（当時）の土地の

処分に関し堺市議会の議決がされた平成１２年１２月２１日までには、大字下について堺

市浜寺元町自治会が管理・処分する権限を有する団体として取り扱われることを容易に知

り得たといえる。 

 したがって、平成１８年４月１日から平成１８年度固定資産税等の徴収権が時効で消滅

する平成２３年５月３１日までの間少なくとも１年以上西市税事務所長の職にあったＨ及

びＩ並びに前記の期間に堺市長の職にあったＢ及びＡには、上記時効消滅について過失が

あると認められ、平成１９年４月１日から平成１９年度固定資産税等の徴収権が時効で消

滅する平成２４年５月３１日までの間、少なくとも１年以上西市税事務所長の職にあった

Ｈ、Ｉ及びＱ並びに堺市長の職にあったＢ及びＡには、上記時効消滅について過失がある

と認められ、平成２０年４月１日から平成２０年度固定資産税等の徴収権が時効で消滅す

る平成２５年５月３１日までの間、少なくとも１年以上西市税事務所長の職にあったＩ及

びＱ並びに堺市長の職にあったＢ及びＡには、上記時効消滅について過失があると認めら

れる。 

 

１２ 本案の争点カ（堺市に生じた損害額）について 

 上記の点に対する判断は、次のとおり補正するほか、原判決の「事実及び理由」の「第

３当裁判所の判断」の１２（原判決８０頁２３行目～同８１頁２５行目）に記載のとおり

であるから、これを引用する。 

（１）原判決８０頁２５行目の「土地１８」の次に「（平成１８年度分に限る。）」を加える。 

（２）原判決８１頁２１行目の「各年度」を「平成１８年度」に改める。 

（３）原判決８１頁２３行目から同頁２５行目までを全部次のとおりに改める。 

 「（４）以上によれば、土地１ないし１０、１１ないし１４、１７ないし２０及び３２な

いし３４についての平成１８年度に係る堺市に生じた損害額は、原判決別紙６の平成１８

年度欄に記載のとおりとなり、土地３１についての同年度に係る堺市に生じた損害額は、
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原判決別紙３の土地３１の同年度欄に記載のとおりとなり、土地１ないし１０、１１ない

し１４、１７ないし２０及び３１ないし３４についての平成１９年度及び平成２０年度に

係る堺市に生じた損害額は、本判決別紙６－２記載のとおりとなる。」 

 

第４ 結論 

 以上によれば、被控訴人の請求は、〔１〕平成１５年度ないし平成１７年度の固定資産税

等の徴収権を時効消滅させたことを理由とする損害賠償請求をするよう求める部分は、適

法な監査請求を経ておらず不適法であるから却下し、〔２〕平成１８年度の固定資産税等の

徴収権を時効消滅させたことを理由とする損害賠償請求するよう求める部分は，原判決別

紙６の平成１８年度欄の記載及び原判決別紙３の土地３１の平成１８年度欄に記載の合計

額についてＢ、Ａ、Ｈ及びＩを賠償義務者とする限度で理由があるから、この限度で認容

すべきであるところ、これと一部異なり、〔１〕平成１５年度の固定資産税等の徴収権を時

効消滅させたことを理由とする損害賠償請求をするよう求める部分を一部認容し、〔２〕土

地３１に係る平成１８年度の固定資産税等の徴収権を時効消滅させたことを理由とする損

害賠償請求をするよう求める部分を棄却した原判決は、この限度で一部不当であって、本

件控訴及び附帯控訴は、それぞれ一部理由がある。よって、本件控訴及び附帯控訴に基づ

き、上記〔１〕の部分（原審認容部分は原判決主文第３項（１）、第４項（１）、第５項（２）、

第６項（１）（２））を取消して、本件訴えのうち同部分を却下することとし、附帯控訴に

基づき前記〔２〕の部分を取り消して、同部分のうち原判決別紙３の土地３１の平成１８

年度欄に記載の合計額についてＢ、Ａ、Ｈ及びＩを賠償義務者とする限度で被控訴人の請

求を認容することとする。 

 そして、その余の本件控訴及び附帯控訴は、いずれも理由がないから棄却することとす

る（被控訴人の請求を認容した原判決主文のうち、控訴、附帯控訴の棄却によって維持さ

れるのは、第３項（２）、第４項（２）、第５項（１）（３）及び第６項（３）である。）。  

 また、被控訴人の当審における訴えの交換的変更による新請求は、別紙６－２に記載の

限度で理由があるからこの限度で認容することとする。 

 なお、上記の訴えの交換的変更により、原判決主文第２項は当然にその効力を失ってい

るから、その旨を明らかにし、原判決主文第１項に「固定資産税及び都市計画税」とある

のは、「固定資産税及び都市計画税の徴収権」の誤りであることが明白である（地方税法１

８条参照）から、更正することとする。 

 よって、主文のとおり判決する。 

（裁判長裁判官 山下郁夫 裁判官 内山梨枝子 小堀悟） 

 

別紙〔略〕 

 

 


